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入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２７年１０月１５日

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

東京外かく環状国道事務所長 四童子 隆

１．調達内容

(1) 調達件名及び数量

Ｈ２７東京外かく環状国道事務所自動車（2,000cc 4×4G 8人乗り）１台交換購入

１式

(2) 調達案件の仕様等

入札説明書による。

(3) 納入期限

平成２８年２月２９日まで

(4) 納入場所

東京都世田谷区用賀４－５－１６

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税対象と

なる輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金（資金管理料金）、自動車重量税、自

動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金（不課税分）の総価を落札金額とす

るので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、輸送費等諸経費及び自動

車リサイクル料金（資金管理料金）を加算した金額と当該金額の１００分の８に相当

する額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とす

る。）、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金（不課税

分）を加算した総価を入札書に記載すること。

引き渡す物品が既にリサイクル料金納付済みの場合、譲渡する日をもって、国は当

該自動車の最終所有者ではなくなるため、預託済みのリサイクル料金等のうち「再資

源化等預託金」及び「情報管理預託金」を別途発行する納入告知書により、所定の期

限までに納付すること。なお、納付する預託金等は、入札書の総額に含まない。

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会

計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には、移行しない。

(6) 本調達は、納入しようとする自動車の「環境性能（燃費値）」を求め、価格と価格

以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式である。

２．競争参加資格
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(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 平成２５・２６・２７年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販

売」のうち「車両類」のＣ又はＤ等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資

格を有するものであること。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加資格に関する公示に基づくき

（２）の競争参加資格を継続する為に必要な手続きをおこなった者を除く。）でない

こと。

(4) 証明書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から指名停

止を受けていないこと。

(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(6) 入札説明書の交付を直接受けた者であること。

(7) 平成２２年４月１日以降、自動車の納入実績が１台以上あること。（公的機関、民

間を問わない）

※ここでいう自動車は、「道路交通法」で定義する自動車とする。「原動機を用い、

かつ、レース又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車

及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの

以外のものをいう。」（道路交通法第２条第１項第９号）

(8) 当該機械（納入物品）に関し、メンテナンス体制について次の体制を有する者であ

ること。

① 東京都内に１箇所以上の整備工場（サービス工場もしくは協力工場）が確保さ

れていること。

② 故障発生等緊急時における技術員の派遣の体制について、以下の体制を有する

ものであること。

・夜間及び土日祝祭日の連絡体制が確保出来ること。

（9）製作仕様書に示す仕様が使用目的に耐えうるものと判断できること。

３．入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒158-8580 東京都世田谷区用賀４－５－１６

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 経理課 契約係

TEL03－3707－6070

(2) 入札説明書の交付場所及び交付方法

①上記（１）の問い合わせ先で交付する。

②希望者には、郵送（着払い）による交付も行うので、上記（１）の問い合わせ先

に申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。

(3) 証明書等の提出期限

平成２７年１０月３０日 １２時００分

(4) 入札書の提出期限
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平成２７年１１月１７日 １２時００分

(5) 開札の日時及び場所

平成２７年１１月１８日 １０時００分

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 経理課

４．その他

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除。

(3) 入札者に要求される事項

この競争に参加を希望する者は、必要な証明書等を上記３(3)の提出期限までに、上

記３(1)に示す場所に持参により提出しなければならない。

また、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当官等

からの照会があった場合には説明しなければならない。

(4) 落札対象

製作仕様書等は、分任支出負担行為担当官において技術審査を行い、基本的仕様及

び特質等が満たされ、使用目的に耐え得ると判断した当該製作仕様書等に係る入札書

のみを落札対象とする。

(5) 入札の無効

競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札並びに

入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(6) 契約書作成の要否

要。

(7) 落札者の決定方法

入札参加者は、「価格」及び「環境性能（燃費値）」をもって入札に参加し、次の

１）、２）の要件に該当する者のうち、（８）総合評価の方法によって得られた数値

（以下「総合評価点」という。）の最も高い者を落札者とする。

１）入札価格が予定価格の範囲内であること。

２）当該機械（納入物品）が、仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。

(8) 総合評価の方法

入札説明書による。

(9) 手続きにおける交渉の有無

無。

(10) 詳細は入札説明書による。


